
資料２４１                     令和２年６月２７日 

                        子ども家庭部保育課 

 

小金井市公立保育園運営協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市立保育園事業運営のサービス向上に資するため、小金井市公立保育園運営

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 公立保育園における保育サービスの現状確認及び評価に関する事項 

⑵ 保護者が求める保育事業（保育ニーズの確認等）に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために検討が必要な

事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

⑴ 小金井市公立五園連絡協議会が推薦する公立保育園在園児の保護者 １０人

以内 

⑵ 市職員 子ども家庭部長、保育課長、保育政策担当課長、公立保育園各園長 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は４月から翌々年３月までの２年とし、再任を妨げない。ただし、

年度途中で協議会が設置された場合の任期は、翌々年度末までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 協議会の委員長は、第３条第１号の中から選出された者及び子ども家庭部長

の２人をもって充てる。 

２ 委員長は、共同で協議会を主宰する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、委員長が共同で招集する。 

２ 協議会の会議の運営については、委員長の間で協議して定める。 

（意見聴取） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め

て意見もしくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年１０月１８日から施行する。 

（平成３０年４月に委嘱を受けた委員の任期の特例） 

２ 平成３０年４月に委嘱を受けた委員の任期に対する第４条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「翌々年３月までの２年」とあるのは、「翌々年６月までの２年３

か月」とする。 

 

付 則（平成２５年１２月１１日） 

この要綱は、平成２５年１２月１１日から施行する。 

 

付 則（平成２７年４月２１日要綱第４８号） 

この要綱は、平成２７年４月２１日から施行する。 

 

付 則（平成２８年４月８日要綱第６７号） 

この要綱は、平成２８年４月８日から施行する。 

 

付 則（令和２年６月９日要綱第１０４号） 

この要綱は、令和２年６月９日から施行し、この要綱による改正後の付則第２項の

規定は、令和２年３月３１日から適用する。 


